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災害発生時における高齢者等の見守り対応 

【避難行動要支援者名簿の活用】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民生委員児童委員、高齢者相談員は 

身近な要配慮者の安否を確認し、 

避難行動要支援者名簿に各種の 

情報を書き入れ地区対策支部へ届ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町会・自治会の方は、 

地区対策支部へ届けられた 

情報を基に、 

地域の要配慮者の安否確認や 

避難の支援を行う。 
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